
薬剤師資格証(HPKI)の取得について 
 

【薬剤師資格証（HPKI）とは】  

「薬剤師資格証」とは、所持する人が薬剤師であることを証明す

る「物」であると同時に、内蔵する ICチップに電子的な HPKI（保

健医療福祉分野公開鍵基盤：Healthcare Public Key 

Infrastructure）証明書を内包し、電子署名等にも利用できる物で

す。 

 HPKI 証明書は、医療 ICT の世界で電子的な印鑑として利用でき

る「電子署名（Digital Signature）」と通行証の役割をする「認証（Authentication）」に利用可能です。 

 例えば、今後、一層の発展が予想される ICT 技術を用いた地域医療情報連携基盤へのログインや、その中で

利用する医療情報への電子署名、電子処方箋への調剤済み印の押印等への利用が見込まれます。 

 また、薬剤師資格証は、国が発行する薬剤師免許証を基に、日薬が発行する薬剤師の身分を証明する「物」

になりますので、大規模災害時等に薬剤師資格を示すこと等が可能と考えています。 

※日本薬剤師会認証局ＨＰより 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

令和 5年 1月からオンライン資格確認等システムを通じた電子処方箋が導入され、同年 4月からは保険医療

機関・薬局におけるオンライン資格確認の導入が原則義務化されることに伴う体制整備が必要となります。 

 

-1-



 

 

【薬剤師資格証（HPKI）の取得について】  

 「薬剤師資格証」は、日本薬剤師会の会員・非会員を問わず薬剤師であれば取得できます。 

 申請するには、発行申請書の他に、住民票、運転免許証等の顔写真付き本人確認書類、薬剤師資格証に貼付

するための顔写真、薬剤師免許証やメールアドレス等が必要になります。 

 さらに、申請者の個別の状況により申請に必要な書類が異なることから、日本薬剤師会認証局では、インタ

ーネット上に申請者の書類取り揃えをサポートするとともに、申請書そのものを作成するための専用ページを

提供しております。 

 なお、カード交付の際には、いわゆる「なりすまし」を防止するため、必ず対面での本人確認を実施してい

る点にご留意下さい。 

                                    

【申請から受取までの流れ】 
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A.申請者（薬剤師） B.日本薬剤師会 C.長野県薬剤師会 D.地域薬剤師会

申　　　請

・作成・情報登録システムにアクセスし、必要情報を入力
・印刷
・署名や必要書類を添付の上、郵送
（申請書・住民票・薬剤師免許証のコピー・
顔写真付本人確認書類のコピー・顔写真(資格証用）等）

・入力された情報の取得
・厚生労働省に薬剤師免許の有無の照会

発行費用
支　　　払

・定価：26,400円（税込）
・会員価格：19,800円（税込）

・決済方法の連絡

発　　　行 　
・薬剤師資格証・2ｎｄ鍵発行
（月2回を予定）

・薬剤師資格証・2ｎｄ鍵到着
（内容の確認）

・薬剤師資格証・2ｎｄ鍵到着
（内容の確認）
　　　1．受け渡しリスト
　　　2.薬剤師資格証・初期登録用QR入封筒
　　　3.宛名ラベル
　　　4.交付案内ラベル
　　　5.交付案内用のハガキ

受　　　領

・交付準備完了連絡書の受理（ハガキ又は電話） ・交付準備完了連絡書の発送
（ハガキ又は電話）

交　　　付

・薬剤師資格証の受取
（受け取りに薬剤師会へ行く（※対面必須））
（その場で受領書に署名し、受け取る）

・薬剤師資格証の交付作業
　（受付チェックリストによる本人確認）
　　　1.来会したのが本人であること
　　　　（代理人不可）
　　　2.持参した本人確認書類が原本で
　　　　有功期限内であることの確認
　　　3.本人の顔と本人確認書類、
　　　　薬剤師資格証、初期登録用2ｎｄ鍵の
　　　　顔写真が同等であり、氏名・生年月日
　　　　が一致することの確認
　　　4.申請者本人による券面記載事項の確認
　　　5.問題なければ受領書に自署いただく

交  付 後 ・2ｎｄ鍵の有効化（データセンターとの紐づけ作業）

事前準備

・必要書類の確認
（作成・情報登録システムにアクセス）

薬剤師資格証（HPKI）発行の流れ（概略）

覚書の締結 覚書の締結

郵 送

交付準備完了連絡(交付場所が地域薬の場合）

薬剤師資格証の交付

交付事務担当者名簿の提出交付事務担当者名簿の提出

受取受領書の返送受取受領書の返送

決済方法の連絡メール

郵 送

郵 送（月2回を予定）

交付準備完了連絡(交付場所が県薬の場合）

1か月半～2か月
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 ①申請者本人がＷｅｂ上で日本薬剤師会認証局にアクセス。 

   URL：https://www.nichiyaku.or.jp/hpki/application.html    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ．申請者(薬剤師) 

１．事前準備（必要書類の確認） 
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＜申請の区分について＞ 
   ①新規申請：初めて発行する方 
   ②継続・再発行申請：資格証を一度発行し、継続・再発行をされる方 

（破損、期限切れ、氏名変更による券面表示変更 等） 
   ⑤失効申請：現在有効な薬剤師資格証を無効にする場合（紛失、利用者死亡、利用しない 等） 
   ⑥緊急失効：他人による不正利用など緊急に利用不能にしたい場合は、電話等連絡により、日本薬剤師会認証局

にて緊急失効の手続きを行う。 
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②申請に必要な情報を入力し、必要書類が一覧で表示される。⇒書類取り揃え、申請作業へ。 
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（例１）全て現姓（本名）選択、本人確認書類にマイナンバーカードを選択した場合 

 

 

（例２）旧姓・旧名を併記し、本人確認書類に運転免許証を選択した場合 
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 ①確認した必要な書類を準備する。 

  ②カード発行の申請準備には、「申請書の作成」の画面を使用し、メールアドレスの登録を行う。 

  注）薬剤師資格証は個人への発行ですので、個人（個別）のメールアドレスを推奨します。 

費用の支払い案内や資格証の受取案内の連絡先が、そのメールアドレスになります。 

また、５年後の更新の案内も、そのメールアドレスになると想定しています。 

 ③メールを受信したら、申請入力用ＵＲＬに３０分以内にアクセスし、表示する申請書作成画面に従い申請書

を作成する。 

   ※この時、カードの受け取りをする薬剤師会を選択する。原則、所属の地域薬剤師会を選択する。 

 

 

２．申 請 
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注）申請書の途中で画面を閉じたり中断した場合は、最初から再度行う。 

   注）作成途中で保存することはできませんのでご注意ください。 
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ダウンロード書類（①これから行うこと、②チェックリスト、③申請書、④宣誓書４種） 
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▼管理薬剤師の方 
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▼薬局の２人目として申請される方 
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▼薬局の３人目以降として申請される方 
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▼薬局に勤務されていない方等 

 

-21-



 

④申請書の作成が完了後に、申請書がＰＤＦでダウンロードされるので、必ずＰＣに保存する。 

 ⑤ダウンロードした「申請書」を印刷(プリントアウト)し、申請書に暗証番号の記入、自署を行い、顔写真を 

貼付する。（顔写真は 45mm×35mm のパスポート用写真に準拠） 

 ⑥「宣誓書」に署名する。 

 ⑦「チェックリスト」で確認する。 

  ⑦申請書および必要な添付書類を申請書送付先に郵送する。 

  注）送付先は、宣誓書用紙の宛名部分を切り取り、封筒等に貼って「特定郵便で追跡履歴の分かるもの」で

送付する。 

 ⑧日薬認証局申請書類審査係で書類確認と審査が行われる。 

 ⑨審査合格後、審査結果及び発行費用の支払に関する案内メールの受信を確認する。 
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▼クレジットカードを選択した場合 

 

 

▼コンビニ決済を選択した場合 
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 ①申請受付後、メールにて申請者宛に送信される決済方法により、支払う。 

   ※決済は、クレジットカード・コンビニ決済 

 

    ■価 格（５年一括） 

       定  価 ： ２６，４００円（税込） 

       会員価格 ： １９，８００円（税込） 

 

 

３．発行費用の支払い 
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 ①申請時に受取場所に指定した薬剤師会からの交付準備完了案内通知(はがき)を受理(電話・メール可) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ①薬剤師資格証の受け取りには、原則申請時に使用した運転免許証等の本人確認書類が必要となる。 

   ※本人確認書類：運転免許証、マイナンバーカード、日本国旅券、住基カード(写真付き)等 

 ②本人しか受け取れない。必ず対面で行う。（代理人受取・郵送不可）。 

 ③受け取り場所・時間等については、上記受領はがきを参照。 

 ④券面記載事項を確認の上、受領書に署名する。 

４．交付準備完了通知の受理 

５．薬剤師資格証の受け取り 
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 ①セカンド電子証明書のデータセンターとの紐づけ作業を行う。 

   ※薬剤師資格証がカード型であることから、①電子署名を実施しようとする全ての端末（電子カルテ等）にカ

ードリーダーが必要となる。②破損・紛失時に業務が滞るため、2022 年 12 月から開始される「ＨＰＫＩセカン

ド電子証明書」の紐づけ作業を行う。この作業を行うことで、HPKI カードを使わず HPKI カードと同様の HPKI 

電子署名をすることができるようになる。 

 
 

【2nd 電子証明書のメリット】 

  ■使用時にHPKI カードがなくてもHPKI 電子署名が可能に 

使用時にHPKI カードがなくてもHPKI 電子署名が可能にHPKI カードを破損・紛失した時でも、業務を止 

  めることなくHPKI 電子署名を行うことができる。また、多くの電子カルテ端末を設置している医療機関にお 

  いて、全ての端末にIC カードリーダーを配置する必要がなくなる。 ※初期登録用に数台のIC カードリーダーの配置は必要。 

  ■電子カルテのログインと連動してHPKI 電子署名が可能に 

電子カルテのシステム構成次第ですが、電子カルテのログイン情報と2nd 電子証明書を連動させることで、

医師等からみれば、電子カルテにログインするだけでHPKI 電子署名（例：電子処方箋へのHPKI 電子署名）ができるように

なる。 

  ■地域医療連携システムへのログインをよりセキュア・簡便に 

2nd 電子証明書とスマートフォンを生体認証で結びつけることから、ID とパスワードの代わりに生体認証 

機能で本人確認と資格確認をして、よりセキュア、かつ、簡便に地域医療連携システムにログインすることがで

きる。 

６．セカンド電子証明書の有効化 
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【発行の流れと使い方】  

 

図１ 2nd 電子証明書の発行と使うまでの準備の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 申請者（医師・薬剤師等）は、これまで通り各HPKI 認証局に対してHPKIカードの申請をします。 

② HPKI 認証局は、所要の審査を実施した後、IC カード（チップ）に格納するHPKI 電子証明書を発行します。 

③ これと同時に、クラウドシステムに格納する2nd 電子証明書を発行します。 

④ これら2 つの電子証明書を、1 つはHPKI カード、1 つはHPKI 電子証明書管理システム（サービス）に格納し

ます。 

⑤ 申請者には、HPKI カードが交付されると共に、スマートフォンと2nd 電子証明書を紐付け登録するための通

知（QR コード）が送られてきます。 

⑥ 申請者は、HPKI 認証局から指示される方法でHPKI カードを用いるか、QRコードを読み取り、スマートフォン

の生体認証を使って2nd 電子証明書とスマートフォンの紐付けを行います。 

 

この作業を行うことで、HPKI カードを使わずHPKI カードと同様のHPKI 電子署名をすることができるように

なります。この使い方を、電子処方箋を例に取って説明すると、次の通りになります。 
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図2 電子処方箋を例にした使い方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 医師は、電子カルテで電子処方箋を作成します。これを、今後提供が予定されている電子署名サービス提供事業

者のシステムに送ります。 

② 電子処方箋にHPKI 電子署名をするため、登録したスマートフォンで生体認証をして本人確認をします。 

③ 本人が確認できると、HPKI 電子証明書管理システムに格納された2nd 電子証明書を使って、本人のHPKI 

電子署名が行われます。 

④ HPKI 電子署名された電子処方箋が、電子処方箋管理サービスに送られて、電子処方箋の発行が完了します。 

 

薬剤師が電子処方箋を調剤済み処方箋として、薬剤師のHPKI 電子署名を行う時も同様の流れになります。 

なお、生体認証を使って本人確認をした場合は、セキュリティ対策のため、有効期限（時間）を設けます。一定の時

間が経過した後は、改めて生体認証をする必要があります。 
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 ①事前準備として「交付関連業務に関する覚書」を県薬・地域薬間で締結 

  県薬は事業協力費として、 定価(会員外)１，０００円／枚 ・ 会員：５００円／枚 を地域薬へ支払う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ①各地域、交付関連業務担当者を決定し、担当者名簿を県薬へ提出。 

※本名簿を提出することにより、申請者が受取可能場所として選択をすることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｄ．地域薬剤師会 

１．長野県薬剤師会との覚書締結 

２．交付関連業務担当者名簿の提出 
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 ①カードの到着と内容確認 

  ・カードが発行されると申請者が受取場所を希望した薬剤師会に下記５点セットが日薬から直送され

る。(月 2回を予定) 

・このうち、1．受け渡しリスト、２.薬剤師資格証が封入されている封筒、３．宛名ラベル 

   に記載されている申請者情報の確認をする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．事前の交付業務 
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 ②申請者へ交付準備完了通知 

  ・上記「５.交付案内用はがき」に「３.宛名ラベル」「４.交付案内シール」を貼付し、申請者へ通知。

(はがきではなく、電話やメール等も可) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ①申請者の来会と本人確認書類の確認 

  ・必ず申請者本人である事を確認。(対面必須・代理不可) 

  ・持参した本人確認書類が原本で、有効期限内であることを確認する。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．当日の交付業務 
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----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 ②顔写真の確認 
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----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ③氏名・生年月日の確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ④本人による券面記載事項の確認 
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注）担当者名は、必ず「フルネームを自署」でお願いします。 

２.交付関連業務担当者名簿に記載(報告)された方でないと交付できません。 
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----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ⑤受取受領書の送付 

  ・受領書に署名をもらい、「表紙」「カード貼付面」を切り離し、交付。 

  ・自署をしてもらった受領書とチェックリスト（元の台紙の下半分）は事務局で保管し、ある程度受領 

書がたまったら、まとめて県薬に送付する。 ※郵送は簡易書留やレターパック等が望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請者へ 
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■発行目標・スケジュール  

令和５年３月末には、全ての薬局（６万１千薬局）において管理薬剤師を含む 

１ ２名の薬剤師が薬剤師資格証（HPKI）を利用できるようにする。 

 

※カード現物が不足の際には、第二証明書(2nd 鍵)を先に発行し、後日薬剤師資格

証（HPKI カード）を発行する分を含む 

 

 

 

 

 

 

 

 

本件に関する問い合わせ先 
▼長野県薬剤師会 担当事務局（担当：事務局長 中島、総務課 吉野、道家） 

TEL 0263-34-5511 ／ FAX 0263-34-0075  ／ E-mail somu3@naganokenyaku.or.jp 

▼日本薬剤師会認証局 登録事務局（担当：石川、河野） 

TEL 03-3353-1193 ／ FAX 03-3353-8160  ／ E-mail hpki@nichiyaku.or.jp 
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